
空家等対策の具体的施策について（抜粋） 別紙１

基本方針１　空家等の発生抑制と適正管理の促進 A：実施済　B：進行中・準備中　C：未実施

具体的施策 所管課 実施計画 前計画 R7
実施済・準備中の内容及び未実施の場合は
その理由等
（達成困難な要因・問題点）

実績値（R7.4.1～R7.12.31）

1 市ホームページ、広報等に
よる情報発信

生活安全課 空家等又は空家等になる可能性のある建物
の所有者等に対し、空家の適正管理に必要
な情報を提供できる機会について広報を行
います。 A A

固定資産税納税通知書に空家等の適正管理
を促すチラシを同封し、所有者（管理者）
に向けて情報発信を行いました。
また、市ホームページ、広報等により出前
講座等の情報発信を行いました。

固定資産税納税通知書同封チラシ
令和7年度　35,500部

広報みき
令和7年度8月号に空き家対策特集を掲載

3 税務課

A A

令和3年度より、固定資産税納付通知書に空
家の適正管理及び相続登記に関する啓発チ
ラシを同封しています。

固定資産税納税通知書同封チラシ
令和7年度　35,500部

生活安全課

A A

令和3年度より、固定資産税納付通知書に空
家の適正管理及び相続登記に関する啓発チ
ラシを同封しています。

固定資産税納税通知書同封チラシ
令和7年度　35,500部

5 住宅の耐震工事への助成 建築住宅課 耐震化工事への助成事業を継続して実施
し、民間住宅の耐震化を促進していきま
す。 A A

多様な補助メニューを設け、耐震化工事へ
の助成を継続して実施しています。

三木市簡易耐震診断推進事業 20件
三木市住宅耐震化促進事業　　3件

8 「ひょうご空き家対策
フォーラム」と連携した相
談体制の充実

生活安全課 空家等に係る助言・指導に関して「ひょう
ご空き家対策フォーラム」のパンフレット
を同封し、所有者等の空家等の相談、対策
等を推進します。

A A

空家等に係る助言・指導を行う際にパンフ
レットを同封しているほか、市が作成した
チラシ等に同フォーラムが運営する相談窓
口の連絡先を掲載しました。

年間配布数
約50部

15 管理不全空家等の認定の検
討

生活安全課 管理不全空家等の認定基準及び認定後の措
置について、専門家及び関係課等と協議し
ます。
なお、定義の追加を目的とした市条例の改
正については、近隣市町等の動向を観察
し、必要性を判断するものとします。

新規 B

兵庫県及び近隣市町が開催するセミナー等
に参加し、情報収集及び意見交換を行いま
した。
引き続き、認定の必要性について検討を行
います。

兵庫県、相生市が主催する情報交換会に参
加

16 相続に関する支援事業の検
討

生活安全課 令和6年4月からの不動産の相続登記の申請
義務化に伴い、すでに不動産の相続登記に
要する費用を支援している自治体等の制度
を調査研究したうえで、本市における同支
援制度の実施の可否等を検討します。

新規 B

先進自治体の制度の調査研究を行いまし
た。
今後、制度の実施可否について検討を行い
ます。

尼崎市、北海道池田町、北海道湧別町、ほ
か

固定資産納税義務者への啓
発チラシの送付

空家所有者等だけでなく、空家等になる可
能性のある建物の所有者等にも広く空家等
対策の必要性について周知を図るため啓発
チラシを作成し、納税通知書に同封のうえ

発送します。
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空家等対策の具体的施策について（抜粋） 別紙１

基本方針２　空家等の利活用の促進 A：実施済　B：進行中・準備中　C：未実施

具体的施策 所管課 実施計画 前計画 R7
実施済・準備中の内容及び未実施の場合は
その理由等
（達成困難な要因・問題点）

実績値（R7.4.1～R7.12.31）

1 「三木市空き家バンク」の
運用改善による利用促進

縁結び課 関係団体が専用ホームページへ直接掲載で
きるよう利用しやすい、三木市のＰＲを兼
ねた空き家バンク専用ホームページを運用
します。

A A

令和2年10月30日に空き家バンク専用ホーム
ページを開設しました。
令和4年11月から、市外の不動産事業者も物
件の掲載が可能になりました。
令和6年11月から、全国空き家・空き地バン
クとのデータ自動連携が可能になりまし
た。

累計登録件数　241件
HP掲載数　43件

2 空家等を利活用される起業
家への空家改修費補助金の

利用促進

商工振興課 市内で起業又は第二創業をめざす方が、空
家等を利活用する場合には、費用の一部を

補助します。
A A

令和2年4月より、三木市起業家支援事業補
助金交付要綱に「空き家改修費」の項目を

追加しています。

令和7年度三木市起業家補助金において、空
き家を活用した案件が1件申請され、採択さ

れました。

4 防災街区課題地域における
無接道敷地等の建て替えが
困難な空家等への対応の検
討

都市政策課 密集市街地改善事業の対象となる地区の増
加を図ります。

B B

宮前地区においては、無接道敷地等の建て
替え困難地における建替えができるよう、
新たに道路を整備しています。
大日地区においては、建て替え困難地への
方策を踏まえた地域防災まちづくり計画を
基に、詳細な計画の策定を検討していま
す。

7 古民家等の活用支援策につ
いての検討

観光振興課 古民家を利活用して出店する事業者等に対
し、観光客誘致策の実施について支援等を
検討します。

B B

古民家に関連する施策について、関係課と
連携し方向性等を検討を進めます。
また、近隣市町村をはじめ、先進地の取組
等について情報収集を行っています。

古民家に関連する施策の方向性について、
関係課と意見交換を行いました。
また、古民家を活用して出店している事業
者を巻き込んだイベントを開催しました。
引き続き、関係課と連携して検討を進めま
す。

8 都市政策課

新規 B

防災街区課題地域内の空家等活用促進特別
区域を活用する地区を検討中です。
まずは、地区内の狭あいな道路の整備等に
より、地区の住環境の改善を図りながら、
空家特区（物件設置の制限による車両通行
確保）の地区の指定を促します。

生活安全課

新規 B

兵庫県及び近隣市町が開催するセミナー等
に参加し、情報収集及び意見交換を行いま
した。
引き続き、指定に係る課題整理及び効果検
証を行い、制度の活用について検討を行い
ます。

「空家等活用促進区域」
（国）及び「空家等活用促
進特別区域」（県）の指定
の検討

効果や課題などの整理を基に、防災街区課
題地域内の地区で「空家等活用促進特別区
域」の活用について検討します。
主として「空家等活用促進特別区域」につ
いて、先進自治体にヒアリングを実施し、
関係課と課題整理及び効果検証を行いま
す。
また、必要に応じて関係課等に空家等の情
報提供を行い、制度の活用可能性を検討し
ます。
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空家等対策の具体的施策について（抜粋） 別紙１

基本方針２　空家等の利活用の促進 A：実施済　B：進行中・準備中　C：未実施

具体的施策 所管課 実施計画 前計画 R7
実施済・準備中の内容及び未実施の場合は
その理由等
（達成困難な要因・問題点）

実績値（R7.4.1～R7.12.31）

9 縁結び課

新規 A

制度について、スマート窓口での案内を行
うとともに市内外の事業者及び近隣住宅展
示場に周知しました。
また、市ホームページ・空き家バンクの
ホームページでも掲載し、全国に向け情報
を発信しました。

商工振興課

新規 A

市の窓口において起業の相談があった場合
には、市の起業家補助金を紹介しており、
同時に、同補助金に空き家改修費用の加算
があることを説明しています。

また、中小企業サポートセンターにおいて
も、同様の対応をしつつ、県補助金につい
ても説明を行っています。

令和7年度三木市起業家補助金において、空
き家を活用した案件が1件申請され、採択さ
れました。

10 都市政策課

新規 B

旧市街地の一部の町家所有者に行った、今
後の保全・利活用の意向調査の結果に基づ
き、町家保全の取組み支援を行いました。
旧市街地の町家を残していくために、引き
続き、関係課や民間団体等と連携しなが
ら、利活用や保全について検討を進めてい
きます。

生活安全課

新規 B

関係団体等と連携し、空家等対策に関する
セミナーを開催しました。
今後、課題地域の住民を対象とした出前講
座の開催についても検討します。

11 新規または移住による就農
等を支援する取組の検討

農業振興課 新規または移住による就農希望者を支援す
る取組を検討します。 新規 B

就農先における空家等の紹介を含めて、集
落の受入体制の整備を関係機関の意見も聴
取し、検討中。

基本方針３　関係団体等の多様な主体との連携 A：実施済　B：進行中・準備中　C：未実施

具体的施策 所管課 実施計画 前計画 R7
実施済・準備中の内容及び未実施の場合は
その理由等
（達成困難な要因・問題点）

実績値（R7.4.1～R7.12.31）

9 空家等管理活用支援法人の
指定等の検討

生活安全課 空家等管理活用支援法人の指定等につい
て、先進自治体にヒアリングを実施し、課
題整理及び効果検証を行います。 新規 B

兵庫県及び近隣市町が開催するセミナー等
に参加し、情報収集及び意見交換を行いま
した。
引き続き、指定の必要性について検討を行
います。

空家等の利活用に関する事
業等の周知

トカイナカ三木応援事業補助金において、
三木市空き家バンクを活用すると補助額の
増額や補助対象者要件が緩和されること
を、ホームページや不動産屋でのチラシ配
布などを通じて周知を行います。
空家活用の制度がある県、市の起業家補助
金について、窓口や市中小企業サポートセ
ンターを中心に周知を図ります。

空家等の分布割合が多い地
域への取組の検討

旧市街地に残る町家が増加し取壊される状
況にあります。町家を地域資源と捉え、民
間の利活用等について検討します。
課題地域の住民を対象とした出前講座等を
開催し、現状の周知及び意識啓発を促進し
ます。
また、必要に応じて関係課等に空家等の情
報提供を行います。
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